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WideAngle マネージドCSPM利用規約 【現改比較表】 2026年5月19日現在 

～2026年6月21日 2026年6月22日～ 

 

 

第 5 条 定義 

(1) 「本サービス」とは、Palo Alto Networksがクラウドネイティブセキュリティプラット

フォーム（CNSP）として提供するPrisma Cloudに対し、運用作業代行や月次レポートなどサ

ービス仕様書の提供機能で定める機能を提供するものです。  

第 5 条 定義 

(1) 「本サービス」とは、Palo Alto Networksがクラウドネイティブアプリケーションプロテ

クションプラットフォーム（CNAPP）として提供するPrisma Cloud／Cortex Cloudに対し、

運用作業代行や月次レポートなどサービス仕様書の提供機能で定める機能を提供するもので

す。 

(4) 「カテゴリー1」とは、本サービスの種類の1つで、「別紙 料金表 本サービスの種類

等」に規定するものです。  

(4) 「基本メニュー」とは、本サービスの種類の1つで、「別紙 料金表 本サービスの種類等」

に規定するものです。 

(5) 「カテゴリー2」とは、本サービスの種類の１つで、「別紙 料金表 本サービスの種類

等」に規定するものです。 

 

(6) 「オプションメニュー」とは、本サービスの種類の１つで、「別紙 料金表 本サービス

の種類等」に規定するものです。お申込み必須ではありません。 

(5) 「オプションメニュー」とは、本サービスの種類の１つで、「別紙 料金表 本サービス

の種類等」に規定するものです。お申込み必須ではありません。 

(7) 「基本プラン」とは、カテゴリー1の提供メニューの1つで、「別紙 料金表 本サービス

の種類等」に規定するものです。 

(6) 「基本プラン」とは、基本メニューの提供メニューの1つで、「別紙 料金表 本サービス

の種類等」に規定するものです。 

(8) 「CWPP込みプラン」とは、カテゴリー1の提供メニューの1つで、「別紙 料金表 本サ

ービスの種類等」に規定するものです。 

(7) 「CWPP込みプラン」とは、基本メニューの提供メニューの1つで、「別紙 料金表 本サ

ービスの種類等」に規定するものです。 

(9) 「運用限定プラン」とは、カテゴリー2の提供メニューの1つで、「別紙 料金表 本サー

ビスの種類等」に規定するものです。 
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 (8) 「Cortex Cloud(Posture Security)」とは、基本メニューの提供メニューの1つで、「別紙 

料金表 本サービスの種類等」に規定するものです。 

 (9) 「Cortex Cloud(Runtime Security)」とは、基本メニューの提供メニューの1つで、「別

紙 料金表 本サービスの種類等」に規定するものです。 

(13) 「クレジット」とは、Prisma Cloudによる監視対象の数です。カテゴリー1については、

利用するクレジット数に応じて、100クレジット単位でご契約いただきます。ご契約いただく

クレジット数と実際の利用クレジット数が異なる場合には、クレジット数の追加をお申込み

いただきます。 

(13) 「クレジット／ワークロード」とは、Prisma Cloud／Cortex Cloudによる監視対象の数

です。利用するクレジット数／ワークロード数に応じて、100クレジット／ワークロード単位

でご契約いただきます。ご契約いただくクレジット数／ワークロード数と実際の利用クレジッ

ト数／ワークロード数が異なる場合には、クレジット数／ワークロード数の追加をお申込みい

ただきます。 

(14) 「Palo Alto Networks End User Agreement」とは、Prisma Cloudで定めるEnd User 

Agreementのことをいい、契約者は本サービスのうち、Prisma Cloudの利用にあたり、Palo 

Alto Networks, Incと直接End User Agreementに基づき契約を締結するものとします。

Prisma Cloudに関して、本規約に定めていない提供条件については、 Palo Alto Networks 

End User Agreementの定めるところによります。なお、Palo Alto Networks, Incは、Prisma 

Cloudの変更ならびに適用される法律の変更に伴い、Palo Alto Networks End User 

Agreementを適宜変更することができるものとし、Prisma Cloudに関して本規約に特段の定

めがない限り、Palo Alto Networks End User Agreementを適用されるものとします。 

(14) 「Palo Alto Networks End User Agreement」とは、Prisma Cloud／Cortex Cloudで

定めるEnd User Agreementのことをいい、契約者は本サービスのうち、Prisma Cloud／

Cortex Cloudの利用にあたり、Palo Alto Networks, Incと直接End User Agreementに基づ

き契約を締結するものとします。Prisma Cloud／Cortex Cloudに関して、本規約に定めていな

い提供条件については、 Palo Alto Networks End User Agreementの定めるところによりま

す。なお、Palo Alto Networks, Incは、Prisma Cloud／Cortex Cloudの変更ならびに適用さ

れる法律の変更に伴い、Palo Alto Networks End User Agreementを適宜変更することがで

きるものとし、Prisma Cloud／Cortex Cloudに関して本規約に特段の定めがない限り、Palo 

Alto Networks End User Agreementを適用されるものとします。 
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第 7条 定期契約期間 

カテゴリー１には定期契約期間があります。 

第 7条 定期契約期間 

定期契約期間があります。 

3 定期契約期間は、第12条（契約者が行う本契約の解約及びカテゴリー1のクレジット数の

減少変更）に規定する日までに契約解約又はクレジットの数量の減少の申出がない場合、同一

条件で1定期契約期間延長することとし、以後これに準じて取り扱います。 

3 定期契約期間は、第12条（契約者が行う本契約の解約及びクレジット数／ワークロード数

の減少変更）に規定する日までに契約解約又はクレジット／ワークロードの数量の減少の申出

がない場合、同一条件で1定期契約期間延長することとし、以後これに準じて取り扱います。 

4 本契約の定期契約期間中にクレジットを追加する場合、その追加する契約の契約期間満了

日は定期契約期間起算日に定めた定期契約期間満了日と同じとします。 

4 Prisma Cloudにて、本契約の定期契約期間中にクレジットを追加することはできません。

ただし、当社の裁量により契約者に追加のクレジットを発行する場合があります。 

 5 Cortex Cloudにて、本契約の定期契約期間中にワークロードを追加する場合、その追加す

る契約の契約期間満了日は定期契約期間起算日に定めた定期契約期間満了日と同じとします。 

5 契約者は、定期契約期間内に本契約を解約する場合及び第13条（当社が行う本契約の解約）

に基づき解約された場合は、第18条（料金の支払義務）に定める利用料金を支払うものとし

ます。 

6 契約者は、定期契約期間内に本契約を解約する場合及び第13条（当社が行う本契約の解約）

に基づき解約された場合は、第18条（料金の支払義務）に定める利用料金を支払うものとしま

す。 
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第 8条 最低利用期間 

2 前項の最低利用期間は、次のとおりとします。 

 カテゴリー1: 定期契約期間 

 カテゴリー2: 当社が別に指定する日から起算して1年 

第 8条 最低利用期間 

2 前項の最低利用期間は、定期契約期間とします。 

第 12条  契約者が行う本契約の解約及びカテゴリー1のクレジット数の減少変更 
第 12条  契約者が行う本契約の解約及びクレジット数／ワークロード数の減少変

更 

2 カテゴリー１の契約者は、本契約を解約又はクレジット数の減少変更をしようとすると

き、解約又はクレジット数の減少変更しようとする定期契約期間満了日の当社が別に指定す

る日の前までに本契約の解約またはクレジット数の減少変更についてあらかじめ当社へ当社

所定の書式に従い通知していただきます。 

2 契約者は、本契約を解約又はクレジット数／ワークロード数の減少変更をしようとすると

き、解約又はクレジット数／ワークロード数の減少変更しようとする定期契約期間満了日の当

社が別に指定する日の前までに本契約の解約またはクレジット数／ワークロード数の減少変更

についてあらかじめ当社へ当社所定の書式に従い通知していただきます。 

3 前項について、定期契約期間中は、クレジットの数の減少はできません。クレジットの数

の減少は、次の定期契約期間起算日から適用とします。 

3 前項について、定期契約期間中は、クレジット／ワークロードの数の減少はできません。ク

レジット／ワークロードの数の減少は、次の定期契約期間起算日から適用とします。 

第 18条  料金の支払義務 

2 カテゴリー1の契約者は、定期契約期間内に本契約を解約する場合及び第13条（当社が行

う本契約の解約）に基づき契約者が解約された場合、当該解約があった日から定期契約期間満

了日までの期間に相当する本サービスの利用料金を一括して支払うものとします。 

第 18条  料金の支払義務 

2 契約者は、定期契約期間内に本契約を解約する場合及び第13条（当社が行う本契約の解約）

に基づき契約者が解約された場合、当該解約があった日から定期契約期間満了日までの期間に

相当する本サービスの利用料金を一括して支払うものとします。 

3 カテゴリー1の契約者は、第13条（当社が行う本契約の解約）に基づき本契約が解約され

た場合、前項に加え、料金が支払われない日から解約があった日までの料金を支払うものとし

ます。 

3 契約者は、第13条（当社が行う本契約の解約）に基づき本契約が解約された場合、前項に加

え、料金が支払われない日から解約があった日までの料金を支払うものとします。 
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4 当社はカテゴリー1の契約者からサービスの申し込みがあった時点でPalo Alto Networks

に定期契約期間中のPrisma Cloudの手配を一括して行うことから、契約者が、契約の取り消

しを定期契約期間起算日の前までに行った場合は、別紙 料金表に規定する定期契約期間内の

料金の支払を要します。 

4 当社は契約者からサービスの申し込みがあった時点でPalo Alto Networksに定期契約期間

中のPrisma Cloud／Cortex Cloudの手配を一括して行うことから、契約者が、契約の取り消し

を定期契約期間起算日の前までに行った場合は、別紙 料金表に規定する定期契約期間内の料金

の支払を要します。 
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第 22条  データの確認・複製 

２ 当社は前項に加え、保存データおよび生成等データのうち、複数の契約者に関する情報か

ら共通要素を抽出し、集計して得られるデータ（以下「統計データ」という）に加工した上で、

以下の目的において、自ら利用し、第三者に提供することができます。 

(1) 利用する情報：本サービスの提供を通じて得られる、カテゴリー1の契約者が利用して

いるクラウドサービスの設定情報のうちPrisma Cloudで誤った設定であると判断された情報

及び不正アクセス又は不正プログラムの手法及びそれらの発信元に関する情報 

第 22条  データの確認・複製 

２ 当社は前項に加え、保存データおよび生成等データのうち、複数の契約者に関する情報か

ら共通要素を抽出し、集計して得られるデータ（以下「統計データ」という）に加工した上で、

以下の目的において、自ら利用し、第三者に提供することができます。 

(1) 利用する情報：本サービスの提供を通じて得られる、契約者が利用しているクラウドサー

ビスの設定情報のうちPrisma Cloud／Cortex Cloudで誤った設定であると判断された情報及

び不正アクセス又は不正プログラムの手法及びそれらの発信元に関する情報 

第 24条  データの削除 

当社は、第28条（本サービスの廃止）による本サービスの廃止のほか、当社は第12条（契約

者が行う本契約の解約及びカテゴリー1のクレジット数の減少変更）または第13条（当社が行

う本契約の解約）の契約の解約があったとき、保存データを削除します。この場合において、

当社は、保存データの削除に起因する契約者または第三者に発生した直接または間接の損害

についての責任を負わないものとします。 

第 24条  データの削除 

当社は、第28条（本サービスの廃止）による本サービスの廃止のほか、当社は第12条（契約者

が行う本契約の解約及びクレジット数／ワークロード数の減少変更）または第13条（当社が行

う本契約の解約）の契約の解約があったとき、保存データを削除します。この場合において、

当社は、保存データの削除に起因する契約者または第三者に発生した直接または間接の損害に

ついての責任を負わないものとします。 

第 27条  免責 

5 Prisma Cloudに起因する損害については、契約者とPalo Alto Networks, Incとの間で締

結されるPalo Alto Networks End User Agreementのみで保障されるものとし、当社は責任

を負いません。 

第 27条  免責 

5 Prisma Cloud／Cortex Cloudに起因する損害については、契約者とPalo Alto Networks, 

Incとの間で締結されるPalo Alto Networks End User Agreementのみで保障されるものと

し、当社は責任を負いません。 
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6 当社は、契約者に対し、本サービスの管理者権限を持つアカウント（ID とパス

ワードの組み合わせを言います。以下同じ）を付与します。契約者は、アカウント

が第三者に利用されないようにするものとします。また、当該アカウントによる本

サービスの利用等の行為（設定変更等を含みますがこれに限りません）は契約者自

身による行為とみなします。なお、契約者自身で Cortex Cloud の設定を変更（当社

が初期設定を行ったポリシー定義の削除などを含みますがこれに限りません。）し

たことにより本サービスが正常に提供できなくなった場合、当社は責任を負いませ

ん。 

6 本規約に定める免責に関する事項は、本規約の準拠法で強行規定として定めら

れる、法的に免責または制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていま

せん。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本規約に含まれる場

合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責されます。 

7 本規約に定める免責に関する事項は、本規約の準拠法で強行規定として定められ

る、法的に免責または制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていませ

ん。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本規約に含まれる場合

には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責されます。 
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別紙 料金表 

（本サービスの種類等） 

19 本サービスには次の種類があります。 

 

種類 内容 

カテゴリー1 Palo Alto Networks の Prisma Cloud を提供し、本来英語で実施

すべき問合せを日本語で対応する機能を含むもの、およびご契

約のメニューによって CSPM 機能又は CSPM 機能+CWPP 機能

+CIEM 機能に関する運用代行を提供するもの 

カテゴリー2 他社提供の Palo Alto Networks の Prisma Cloud への CSPM 機

能+CWPP 機能+CIEM 機能に関する運用代行を提供するもの 

オプションメニュ

ー 

カテゴリー1 及びカテゴリー2 の契約者に対して各種付帯サービ

スを提供するもの 
 

別紙 料金表 

（本サービスの種類等） 

19 本サービスには次の種類があります。 

 

種類 内容 

基本メニュー Palo Alto Networks の Prisma Cloud／Cortex Cloud を提供し、

本来英語で実施すべき問合せを日本語で対応する機能を含むも

の、およびご契約のメニューによって CSPM 機能又は CSPM 機

能+CWPP 機能+CIEM 機能に関する運用代行を提供するもの 

オプションメニュ

ー 

各種付帯サービスを提供するもの 

 

20 本サービスにて規定する提供メニューは以下のとおりです。 

種類 メニュー名 

カテゴリー1 基本プラン 

CWPP 込みプラン 

カテゴリー2 運用限定プラン 

オプションメニュー 作業依頼ポイント追加 
 

20 本サービスにて規定する提供メニューは以下のとおりです。 

種類 メニュー名 

基本メニュー 基本プラン 

CWPP 込みプラン 

Cortex Cloud(Posture Security) 

Cortex Cloud(Runtime Security) 

オプションメニュー 作業依頼ポイント追加 
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（適用） 

21 本サービスに係るオプション「作業依頼ポイント追加」の料金は、本オプションサービ

スで追加される追加ポイント数5ポイント単位に応じて計算します。 

本サービスのカテゴリー1に係る「利用クレジット課金」の料金は、契約されるクレジット数

100クレジット単位に応じて計算します。 

（適用） 

21 本サービスに係るオプション「作業依頼ポイント追加」の料金は、本オプションサービス

で追加される追加ポイント数5ポイント単位に応じて計算します。 

本サービスに係る「利用クレジット／ワークロード課金」の料金は、契約されるクレジット数

／ワークロード数100クレジット単位に応じて計算します。 
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第 1表 利用料金 

1. 下表に定めるものとします。 

【カテゴリー1】 

区分 単位 料金種

別 

料金額（税込価格） 

初期

費用 

基本プラン 契約 一括 472,500 円（519,750

円） 

CWPP 込みプラン 契約 一括 945,000 円（1,039,500

円） 

月額

料金 

基本プラン サービス利用料 契約 月額 375,000 円（412,500

円） 

基本プラン 利用クレジット

課金料 

100 クレ

ジットご

と 

月額 115,000 円（126,500

円） 

CWPP 込みプラン サービス

利用料 

契約 月額 469,000 円（515,900

円） 

CWPP 込みプラン 利用クレ

ジット課金料 

100 クレ

ジットご

と 

月額 213,000 円（234,300

円） 

オプション利

用料 

作業依頼ポ

イント追加 

5 ポイン

トごと 

月額 250,000 円（275,000

円） 

第 1表 利用料金 

1. 下表に定めるものとします。 

区分 単位 料金種

別 

料金額（税込価格） 

初期

費用 

基本プラン 契約 一括 472,500 円（519,750

円） 

CWPP 込みプラン 契約 一括 945,000 円（1,039,500

円） 

Cortex Cloud(Posture Security) 契約 一括 587,000 円（645,700

円） 

Cortex Cloud(Runtime Security) 契約 一括 945,000 円（1,039,500

円） 

月額

料金 

基本プラン サービス利用料 契約 月額 375,000 円（412,500

円） 

基本プラン 利用クレジット課

金料 

100 クレ

ジット

ごと 

月額 115,000 円（126,500

円） 

CWPP 込みプラン サービス利

用料 

契約 月額 469,000 円（515,900

円） 

CWPP 込みプラン 利用クレジ

ット課金料 

100 クレ

ジット

月額 213,000 円（234,300

円） 
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[備考]  

 
 

ごと 

Cortex Cloud(Posture Security) 

サービス利用料 

契約 月額 375,000 円（412,500

円） 

Cortex Cloud(Posture Security) 

利用ワークロード課金料 

100 ワー

クロー

ド 

月額 222,000 円（244,200

円） 

Cortex Cloud(Runtime Security) 

サービス利用料 

契約 月額 469,000 円（515,900

円） 

Cortex Cloud(Runtime Security) 

利用ワークロード課金料 

100 ワー

クロー

ド 

月額 443,000 円（487,300

円） 

オプション利用

料 

作業依頼ポイ

ント追加 

5 ポイン

トごと 

月額 250,000 円（275,000

円） 

[備考]  
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【カテゴリー2】 

区分 単位 料金種

別 

料金額（税込価格） 

初期

費用 

初期費用 契約 一括 350,000 円（385,000

円） 

月額

料金 

運用限定プラン サービス利

用料 

契約 月額 300,000 円（330,000

円） 

オプション利

用料 

作業依頼ポイ

ント追加 

5 ポイン

トごと 

月額 250,000 円（275,000

円） 

[備考]  

 
 

 

 付 則 （令和8年6月19日 ＭＳＳセ000400003138-01 号） 

この改正規定は、令和8年6月22日から実施します。 

  

 




